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各種相談 無料の定例相談です

市民のこころの相談（要予約）
とき　5月15日・22日、いずれも水曜日、
　　　９時30分～11時30分
ところ・予約先　保健センター（☎0942-85-3650）

無料法律相談（弁護士、要予約）
とき　5月2日・9日・16日・23日・30日、
　　　いずれも木曜日、13時～15時
ところ・予約先　市民協働課
　　　　　　 （☎0942-85-3576）
5月の市民相談会

ところ　市民協働課横の相談室
予約先　市民協働課（法律相談のみ　
　　　   要予約☎0942-85-3576）

消費生活相談
相談時間　９時～16時
ところ　市消費生活センター（☎0942-85-3800）　　
職業相談
相談時間　９時～17時
ところ・予約先　ジョブナビ鳥栖

（市役所南別館１階☎0942-50-0008）
電話による労働相談
相談時間　８時30分～17時15分
電話番号　0952-32-7218（佐賀労働局）　
年金相談
相談時間　８時30分～17時15分
ところ・予約先　街角の年金相談センター

（市役所南別館1階☎0570-05-4890）
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人権相談9：30～12：00

法律相談（司法書士）

法律相談（司法書士）

8日
（水）

行政相談

行政相談

土地建物相談※1

土地建物相談※1

くらしの手続相談（行政書士）※222日
（水）

※1借地・借家の契約など不動産の相談全般
※2遺言や各種契約書、官公署への提出書類の作成などの相談

相談内容とき

13：00～15：00

9：00～15：00

13：00～15：00

10：00～12：00

9：00～15：00

≪相談事例≫スポーツジムの体験を受けて入会
した。予定が合わなくなり解約しようとしたら、
高額な違約金を請求された。（20歳代・女性）

スポーツジムの
　　　契約トラブルに注意!

困ったときは、市消費生活センター（☎0942-85-3800、月
～金曜日※祝日除く、９時～16時）へ
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　スポーツジムなどの契約に限らず、契約は当事者間の合
意や規約の内容に基づきます。解約時（休会・退会時）の連
絡先や精算方法などは、契約前に必ず確認しましょう。また、
割引や特典が付くキャンペーンの契約など、一定期間継続
条件がある場合は違約金を請求される場合もあります。ス
ポーツジムの契約はクーリング・オフが適用されません。体
験やお試しプランの場合、終了後に通常プランへ自動更新
する場合があるので確認しましょう。解約する時は解約の手
続き方法や申し出期間を十分に確認し、事業者と連絡が取
れない場合は複数の連絡手段で問い合わせましょう。

編・集・後・記
　広報担当になって早1年。取材
に行ったときの写真や市報を見
返すと、こんなことがあったな、あ
んなこともあったなと懐かしくな
りますが、本当にあっという間で
した。この1年は覚えることやこ
なすことに必死になっていました
が、これから2年目に突入。まだま
だ不慣れなことは多いですが、1
つでもいいので何かを生み出せ
る1年にできればと思います。（S）

　3月23日に『SL人吉』がラスト
ラン。鳥栖と分かるように、背景に
スタジアムが映り込む場所を地図
上で確認して撮影に臨みました。
現地に着くと、線路が何本もあっ
てどこを通るのか分からず、電柱
や枯草が障害物になって、なかな
か思った通りには行かず。『撮り
鉄』の難しさ
を体感しまし
た。（辰）

広告


